
１ 令和７年の監督実施事業場数 ３７２事業場 （令和６年 ３３４事業場）

２ 監督実施事業場のうち最低賃金違反事業場  ５９事業場 （１５．９％）

 （令和６年 ５７事業場 （１７．１％）、１．２ポイント減少） ［ 図表１］

３ 違反事業場が最低賃金額以上の額を支払っていなかった理由 ［ 図表７ ］

〇 賃金を時間額に換算して比較していなかった   １４事業場 （２３．７％）

〇 最低賃金の改定（金額・発効日）を知っていたが

 賃金の改定をしていなかった      １１事業場 （１８．６％）

〇 適用される最賃額を知らなかった        ６事業場 （１０．２％）

４ 違反事業場における最低賃金未満労働者の内訳

最低賃金未満労働者 １２７人のうち

  〇 女性が７３人 （５７．５％） ［ 図表２］

  〇 ６５歳以上が４２人 （３３．１％） ［ 図表３］

  〇 いわゆる非正規労働者（パート、アルバイト、契約社員、嘱託）

   が９４人 （７４．０％） ［ 図表４］

Press Release

長野労働局発表（７‐１３）
令和７年５月３０日
【照会先】
長野労働局労働基準部賃金室

賃金室長 岡田尚人
賃金指導官 松木忠之

(代表電話) 026(223)0555

報道関係者 各位

最低賃金の履行確保に係る監督指導結果を発表します

～最低賃金違反率は15．9％、最低賃金額の不知は10．2％～

長野労働局（局長：三浦 栄一郎）では、最低賃金の履行確保を図るため、例年１月か

ら３月に県内の９労働基準監督署において、最低賃金額の改定により影響を受けると考え

られる業種や監督署に寄せられる情報等の中から対象事業場を毎年選定して、集中的な監

督指導を実施しており、今回、その結果を取りまとめましたので、公表します。

長野労働局では、今回の結果を踏まえ、引き続き、最低賃金の履行確保を図るための監

督指導の実施や最低賃金額の幅広い周知を図ってまいります。

また、賃金の引上げに関する参考情報の提供や業務改善助成金をはじめとする「賃上げ

支援助成金パッケージ」の周知、利用促進を行ってまいります。

【 ポイント 】

確かめよう
最低賃金！

～安心して働ける信州のために～

長野労働局
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（令和６年は、21.1％）



５ 監督実施事業場の業種別違反率 ［ 図表５］

   違反率  （監督実施事業場数） （違反事業場数）

〇 宿泊業、飲食サービス業 １８．５％ （６５） （１２）

〇 製造業 １７．１％ （７０） （１２）

〇 生活関連サービス業、娯楽業 １５．８％ （３８） （ ６）

〇 卸・小売業 １３．４％ （１４２） （１９）

６ 監督実施事業場の最低賃金に対する認識 ［ 図表６］

監督を実施した３７２事業場のうち、

〇改訂後の最低賃金額を知っている          ３５６事業場 （９５．７％）

〇適用される最低賃金額を知らない           １６事業場 （  ４．３％）

 内訳 ・改訂後の最低賃金額は知らないが、

最低賃金が適用されることは知っている １６事業場 （ ４．３％）

 ・最低賃金が適用されることを知らなかった ０事業場 （ ０．０％）
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１ 改定後の最低賃金額についての幅広い周知 ［別添 資料１］

① 地方自治体の広報誌・ホームページへの掲載要請

② ＪＲ長野駅前での周知広報活動

③ 経営者団体、業種別事業者組合等への傘下事業主向け周知要請

④ 周知用ポスターデザインコンテスト、表彰式の開催

⑤ コンビニエンスストアへのポスター掲示依頼

⑥ 違反事業場に対する最低賃金改定額のポスター、リーフレット等の送付

 ２  最低賃金の履行確保を図るため、最低賃金額の改定により影響を受ける業種や

 各種情報から問題がうかがわれる事業場に対する監督指導の実施

 ３  賃金引上げに関する参考情報の提供や業務改善助成金をはじめとする「賃上げ

支援助成金パッケージ」の周知、利用促進 ［別添 資料２～６］

【 今後の取り組み 】

【 資料 】
１  「長野県の最低賃金」リーフレット

２ 「賃金引上げ特設ページ」リーフレット

３  「賃上げ支援助成金パッケージ」リーフレット

４  「令和７年度業務改善助成金のご案内」リーフレット

 ５   「業務改善助成金上乗せ補助制度」リーフレット（長野県）

６   「県内企業の皆様の「適切な価格転嫁」をサポートします」

 リーフレット（長野県）



パート

68人（72.3％）

アルバイト

20人（21.3％）

契約社員

2人（2.1％）

嘱託

4人  （4.3％）

- 3 -

図表1 監督指導結果

令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 令和７年

監督実施事業場数 277 280 324 334 372

最低賃金違反事業場数 28 38 59 57 59

違反率 10.1% 13.6% 18.2% 17.1% 15.9%

監督実施事業場の労働者数 3,989 2,946 2,746 3,792 4,388

違反事業場における最低賃金
未満労働者数

83 115 106 147 127

長野県最低賃金額 849 877 908 948 998

引上額 1 28 31 40 50

改定日 R2.10.1 R3.10.1 R4.10.1 R5.10.1 R6.10.1

図表２  
男女別最低賃金未満の労働者数

図表３
年齢階層別最低賃金未満の労働者数

男性

 54人

（42.5％）

女性

 73人（57.5％）

合計：127人
（監督対象全労働者数(4,388人)
の割合：2.9％）

～17歳・3人（2.4％）

18～19歳・

1人（0.8％）

20～29歳

23人（18.1％）
30～39歳

7人（5.5％）

40～49歳

18人（14.2％）

50～59歳

24人（18.9％）60～64歳

9人（7.1％）

65歳～

42人（33.1％）

合計：127人

図表４  最低賃金未満労働者 勤務形態別内訳

非正規労働者

94人 （74.0％）

正規労働者

33人（26.0％）
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図表５ 監督実施事業場の業種別違反率

監督実施事業場数 違反事業場数 違反率

宿泊業、飲食サービス業 65 12 18.5%

製造業 70 12 17.1%

生活関連サービス業、娯楽業 38 6 15.8%

卸売業、小売業 142 19 13.4%

その他 57 10 17.5%

合 計 372 59 15.9%

図表６ 監督実施事業場の最低賃金に対する認識

認識 事業場数 割合

改訂後の最低賃金額を知っている 356 95.7%

適用される最低賃金額を知らない 16 4.3%

改訂後の最低賃金額は知らないが、最低賃金が適用
されることは知っている

16 4.3%

最低賃金が適用されることを知らなかった（最低
賃金の存在を知らなかった）

0 0.0%

（注） 割合は、監督実施事業場数（372）に対する割合（％）である。

図表７ 違反事業場が最低賃額金以上を支払っていなかった理由
（複数回答）

理由
事業場
数

割合

賃金を時間額に換算して比較していなかった。 14 23.7%

最低賃金の改定（金額・発効日）を知っていたが賃金の
改定をしていなかった。

11 18.6%

適用される最賃額を知らなかった。 6 10.2%

売上減・コスト増により最賃額を支払うことができなかった。 4 6.8%

労働能力が低い場合は適用されないと思っていた。 4 6.8%

高齢者には適用されないと思っていた。 2 3.4%

労働者から最賃額未満でも働かせてほしいとの申出があり、
合意があれば最賃額未満でもよいと思っていた。

2 3.4%

最低賃金の減額の特例許可の更新申請を怠っていた。 2 3.4%

その他 26 44.1%

（注１） 割合は、違反事業場数（59）に対する割合（％）である。
（注２） 複数回答のため、事業場数の合計は違反事業数（59）を超え、割合も100％を

 超える。
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時間額 効力発生日

円

令和６年
10月１日

時間額 効力発生日 適用除外業種 適用除外者及び適用除外業務

円

令和７年
１月１日

測量機械器具製造業、理化
学機械器具製造業及びこれ
らの産業において管理、補
助的経済活動を行う事業所

円

令和６年
12月12日

ボイラ・原動機製造業、建
設用ショベルトラック製造
業、繊維機械製造業（毛糸
手 編 機 械 製 造 業 を 除
く。）、計量器・測定器・
分析機器・試験機・測量機
械器具・理化学機械器具製
造業、医療用機械器具・医
療用品製造業、光学機械器
具・レンズ製造業、武器製
造業及びこれらの産業にお
いて管理、補助的経済活動
を行う事業所

998 円

998 円

検索

特定（産業別）最低賃金

　※   それぞれの特定（産業別）最低賃金の適用除外業種、適用除外者及び適用除外業務に該当する場合は、長野県最低賃金が適用
       されます。（適用業種、適用除外業種に係る日本標準産業分類の区分は、長野労働局ホームページをご確認ください。）

　

　※　複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます。

　　（それぞれの最低賃金の効力発生日にご注意ください。）

地域別最低賃金

★以下の産業で働く労働者には、それぞれの特定（産業別）最低賃金が適用されます。

　※   精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、１か月を超える期間ごとに支払われる賃金、時間外等割増賃金は

計量器・測定器・分析機
器・試験機、医療用機械
器具・医療用品、光学機
械器具・レンズ、電子部
品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通
信機械器具、時計・同部
分品、眼鏡製造業

 ①18歳未満又は65歳以上の者

 ②雇入れ後６月未満の者であって、
　 技能習得中のもの

 ③次に掲げる業務（これらの業務
    のうち流れ作業の中で行う業務
    を除く。）に主として従事する
    者
 
  イ  清掃又は片付けの業務
  ロ  手作業による選別、袋詰め、
    箱詰め又は包装の業務
  ハ  手作業により又は手工具若し
    くは手持空圧・電動工具を使用
    して行う熟練を要しない部品の
    組立て又は加工の業務

はん用機械器具、生産
用機械器具、業務用機
械器具、自動車・同附属
品、船舶製造・修理業、
舶用機関製造業

各種商品小売業

　※　派遣労働者は、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適用されます。

印 刷 、 製 版 業

　※　技能実習制度における技能実習生は、特定（産業別）最低賃金の適用除外者の１つである「雇入れ後６月未満の者であって、
　   技能習得中のもの」には該当しません。

※令和６年度の金額改正がないことから、令和６年10月１日から長野県最低賃金
　時間額998円が適用されます。

長野労働局

　　算入されません。
　※    最低賃金を一定額以上に引き上げた中小企業・小規模事業者への支援制度として、「業務改善助成金」があります。
   　     詳しくは、長野労働局ホームページをご覧ください。
　※　この一覧表を常時作業場の見やすい場所に掲示してください。

最低賃金とは・・・ 業務改善助成金☞
お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署 又は

長野労働局労働基準部賃金室（電話０２６-２２３-０５５５）へ

☞

最低賃金
長 野 県

★長野県最低賃金は、

長野県内の事業場で働く

全ての労働者に適用され

ます。

改正前 ９８３円

改正前 ９９４円

長野県ＰＲキャラクター「アルクマ」

©長野県アルクマ



https://saiteichingin.mhlw.go.jp/chingin/ 
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• 賃上げと設備投資等を含む生産性向上に資す

る計画の作成が必要

• 中小企業が利用可能

• 助成額は、賃金の引き上げ額、引き上げ労働者

数等によって決定

• 交付決定を受けた後に設備投資等を行う

賃上げ＋設備投資活用のポイント

賃金引き上げの支援策

厚生労働省は事業主の皆さまの賃上げを支援しています

賃金引き上げ
事業主の皆さまへ

賃上げコース区分 助成上限額

30円コース 30～130万円

45円コース 45～180万円

60円コース 60～300万円

90円コース 90～600万円

業務改善助成金

事業場内最低賃金を引き上げ、設備投資等を行った中小企業に、その費用の一部を助成します。
中小企業で働く労働者の賃金引き上げのための生産性向上の取り組みが支援対象 （※）です。
※申請前の賃金引き上げ、交付決定前の設備投資は対象となりません。

30人の事業場で、事業場内最低賃金労働者5人の時給を45円引き上げた場合、設備投資に

かかった費用に対し最大10０万円が助成されます。
活用例

• 賃金規定等の増額改定に関するキャリアアッ

プ計画の作成が必要

• 中小企業、大企業どちらも利用可能

• 原則、事業所内全ての非正規雇用労働者の賃

金規定等を改定する必要あり

• 改定にあたり職務評価を活用した場合、昇給

制度を新たに規定した場合は助成額を加算

非正規雇用労働者の賃上げ活用のポイント

キャリアアップ助成金 （賃金規定等改定コース）

非正規雇用労働者の基本給の賃金規定等を３％以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。
パートタイム労働者など非正規雇用労働者の賃金引き上げが対象です。

中小企業が賃金規定等を５％増額改定し、10人の有期雇用労働者の賃金引き上げを実施した

場合、65万円が支給されます。
活用例

非正規雇用労働者の
賃上げ率の区分

助成額
（１人当たり）

３％以上4％未満の場合 ４万円(2.6万円)

4％以上5％未満の場合 5万円(3.3万円)

5％以上6％未満の場合 6.5万円(4.3万円)

6％以上の場合 7万円(4.6万円)

• 労働時間削減等の取組計画の作成が必要

• 中小企業や中小企業が属する団体が利用可能

• 助成額は、成果目標の達成、賃金の引き上げ

額、賃金を引き上げた労働者数等により決定

• 交付決定を受けた後に設備投資等を行う

労働時間削減等の取組

（賃上げ）＋設備投資等
活用のポイント

コース区分
助成上限額

基本
部分

賃上げ
加算

業種別課題対応コース（※１）
25～
550万円

６～
360万円
（※２）

労働時間短縮・年休促進支援コース
25～
200万円

勤務間インターバル導入コース
50～
120万円

働き方改革推進支援助成金

労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む中小企業事業主に、外部専門家のコン
サルティング、労働能率の増進に資する設備・機器の導入等を実施し、成果を上げた場合に助成します。

建設業の事業場が設備投資等を実施して、36協定で設定する時間外・休日労働時間数の上限を

引き下げた場合等に、設備投資等にかかった費用に対し最大25～550万円が助成されます。
活用例

（※１）建設業の場合
(※２)労働者数30人以下の場合は倍額を加算
（※３）別途団体向けのコースあり（助成上限額1 ,000万円）

(※)括弧内の金額は、大企業の場合の助成額。１年度１事業所あたりの支給申請上限人数は100人。
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• 雇用管理制度又は従業員の作業負担を軽減する

機器の導入計画の作成、実施後の離職率の低下

が必要

• 原則、中小企業、大企業どちらも利用可能(※)

• 助成額は、雇用管理制度・導入機器に応じて決定

• 対象労働者の賃上げ（５％以上）で、助成額を加算

雇用管理改善の取り組み
（賃上げ加算）活用のポイント区分 助成額（※１・２）

①賃金規定制度
②諸手当等制度
③人事評価制度

50万円
（40万円）

④職場活性化制度
⑤健康づくり制度

25万円
（20万円）

⑥作業負担を軽減する機器等
導入経費の62.5％

（50％）

人材確保等支援助成金 （雇用管理制度・雇用環境整備助成コース）

人材確保のために雇用管理改善につながる制度等（賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、

職場活性化制度、健康づくり制度）の導入や雇用環境の整備（従業員の作業負担を軽減する機器等の
導入）により、離職率低下を実現した事業主に対して助成します。

複数の雇用管理制度や作業負担を軽減する機器等を導入し、賃上げ（５％以上）を行った場合、

最大287.5万円が支給されます。
活用例

（ Ｒ ７ ． ４ ）

支援策の詳細はHPをチェック

厚生労働省HP

「賃上げ」支援助成金パッケージ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisaku

nitsuite/bunya/package_00007.html

(※) 賃金規定制度は中小企業のみ利用可能

(※１)括弧内の金額は、賃上げを行った場合以外の助成額又は助成率。

（※２）①～⑤を複数導入した場合の上限額は100万円（80万円）。⑥を導入した場合の上限額は187.5万円（150万円）。

• 職業訓練実施計画を作成し、訓練開始前に労働
局への提出が必要。計画に沿って訓練を実施し
た後、申請

• 10時間以上のOFF-JTによる訓練等が対象
• 中小企業、大企業どちらも利用可能
• 助成額は、訓練内容、企業規模により決定

職業訓練＋経費助成等
（訓練終了後の賃上げ等加算）

活用のポイント区分（※） 賃上げした場合の助成率・額

①賃金助成額
労働者1人１時間あたり

５００円・1000円

②経費助成率
訓練経費の45％～100％
※制度導入に係る助成の場合は、
2４万円・36万円

③ＯＪＴ実施助成額
1人１コースあたり

12万円～２５万円

人材開発支援助成金

職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合等に訓練
経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。

活用例

※訓練コース・メニューによって上記区分①～③のいずれが支給されるか異なります（①～③全てが支給される場合もあれば②のみとなる場合もあります。）。

中小企業事業主が、正規雇用労働者1人につき、10時間の訓練（※１）（訓練経費10万円）を受講させ、
訓練終了後、訓練受講者の賃上げ（※２）を行った場合、7万円が支給されます。

※１ 人材育成支援コース（人材育成訓練）の場合
※２ ５％以上の賃上げ又は資格等手当を就業規則等に規定し、訓練受講者に実際に資格等手当を支払い３％以上賃金を上昇させた場合

より高い処遇への労働移動等への支援

特定求職者雇用開発助成金（成長分野等人材確保・育成コース）

早期再就職支援等助成金（雇入れ支援コース、中途採用拡大コース）

• 雇入れ支援コース：事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者を早期に無期雇用で雇

入れ、雇入れ前と比較して５％以上賃上げした場合に助成します。

• 中途採用拡大コース：中途採用者の雇用管理制度を整備した上で、中途採用率を一定以上拡大させ

た場合及び中途採用率を一定以上拡大させ、そのうち45歳以上の者で一定以上拡大させ、かつ当

該45歳以上の者全員を雇入れ前と比較して５％以上賃上げした場合に助成します。

産業雇用安定助成金（スキルアップ支援コース）

• 在籍型出向により労働者をスキルアップさせ、復帰後の賃金を復帰前と比較し５％以上増加させた

場合に助成（上限額8,635円／１人１日あたり（１事業主あたり1,000万円））します。

• ハローワーク等を通じ、高年齢者や障害者、就職氷河期世代を含む中高年層など（就職困難者等）を

継続して雇用する事業主に助成（30万円～240万円）

• これら就職困難者等を就労経験のない職種で雇い入れ、①成長分野（デジタル、グリーン）の業務に

従事する労働者の雇入れ、②人材育成（人材開発支援助成金の活用）及び雇入れから3年以内に５％

賃上げのいずれかを実施した場合、1.5倍の助成金を支給



令和７年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金
の引き上げ計画

設備投資等の計画
機械設備導入､コンサルティン
グ､人材育成･教育訓練など

業務改善助成金を支給
（最大600万円）

業務改善助成金とは？

助成上限額や助成率などの
詳細は中面をチェック！

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、
事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること（大企業と密接な関係を有す
る企業（みなし大企業）でないこと）

• 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業場ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は
裏面をチェック！

別々に
申請

工場A 事務所B

計画の承認
と実施

事業完了期限賃金引き上げ期間申請期間

令和８年１月31日
令和７年５月１日～
令和７年６月30日

令和７年４月14日～
令和７年６月13日

第１期

令和８年１月31日

令和７年７月１日～
申請事業場に適用され
る地域別最低賃金改定

日の前日

令和７年６月14日～
申請事業場に適用され
る地域別最低賃金改定

日の前日

第２期

申請期限と賃金引き上げの期間

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、業務改善助成金では、雇入れ後６か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げてい

ただく必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金（国が例年10月以降に改定する都道府県単位の最低賃金額）と同様、最低賃金法第４条及

び最低賃金法施行規則第１条又は第２条の規定に基づいて算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室までお尋ねください。

※第３期以降の募集を行う場合、別途HPにてお知らせいたします。

okadanota
フリーテキスト
資料４



助成上限額・助成率

助成上限額

引き上げる
労働者数

事業場内
最低賃金の
引き上げ額

コース
区分

事業場規模
30人未満の
事業者

右記以外
の事業者

6 0 万 円3 0 万 円１人

30円以上
30円
コース

9 0 万 円5 0 万 円２～３人

1 0 0 万 円7 0 万 円４～６人

1 2 0 万 円1 0 0 万 円７人以上

1 3 0 万 円1 2 0 万 円10人以上※

8 0 万 円4 5 万 円１人

45円以上
45円
コース

1 1 0 万 円7 0 万 円２～３人

1 4 0 万 円1 0 0 万 円４～６人

1 6 0 万 円1 5 0 万 円７人以上

1 8 0 万 円1 8 0 万 円10人以上※

1 1 0 万 円6 0 万 円１人

60円以上
60円
コース

1 6 0 万 円9 0 万 円２～３人

1 9 0 万 円1 5 0 万 円４～６人

2 3 0 万 円2 3 0 万 円７人以上

3 0 0 万 円3 0 0 万 円10人以上※

1 7 0 万 円9 0 万 円１人

90円以上
90円
コース

2 4 0 万 円1 5 0 万 円２～３人

2 9 0 万 円2 7 0 万 円４～６人

4 5 0 万 円4 5 0 万 円７人以上

6 0 0 万 円6 0 0 万 円10人以上※

助成上限額

４/５1 , 0 00円未満

３/４1 , 0 00円以上

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる
場合に対象になります。

事業場内最低賃金である労働者

事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が

「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金1,000円の事業場で30円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

申請事業場の事業場内最低賃金が
1,000円未満である事業者

賃金
要件

①

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
３か月間のうち任意の１か月の利益率
が前年同月に比べ３％ポイント※以上
低下している事業者

物価
高騰等
要件

②

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ
ントで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②に該当する場合は、助成
対象経費の拡充も受けられます。

物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の
自動車の導入やパソコン等の新規導入が認め
られる場合があります。詳しくはP3の「助
成対象経費の特例」をご覧ください。



賃金引き上げに当たっての注意点

• 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げて
いただく必要があります。

• 引き上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。
• 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないので、ご注意ください。

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（1,000円→1,050円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）までに事
業場内最低賃金の引き上げ（1,005
円→1,050円）を完了（※）

発効日の当日（10月１日）に
事業場内最低賃金の引き上げ
（1,005円→1,050円）を実施

対象外対象！

助成対象経費の特例

特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象外となるパソコン等や一部の
自動車も助成対象となります（パソコン等は新規導入に限ります。）。

特例事業者
（②のみ）

一般
事業者

助 成 対 象 経 費

〇〇生産性向上に資する設備投資等

〇×
生産性向上に資する設備投資等のうち、

• 定員７人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

※ 併せて、就業規則等に事業場内最低賃金が1,050円である
旨、定めていただく必要があります。

対象となる設備投資など

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

対 象 経 費 の 例経 費 区 分

• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

機器・設備の導入

国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し経営コンサルティング

顧客管理情報のシステム化その他

助成対象経費の具体例について、詳しくは、リーフレット中面（生産性向上のヒント集）をご覧ください。

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と
助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞
○事業場内最低賃金が980円
→助成率4/5

○8人の労働者を1,070円まで引上げ（90円コース）
→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

480万円
(＝600万円×4/5)

450万円
(＝助成上限額)＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）



注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 同一事業場の申請は年度内１回までです。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引き上げに取り組む方に、設備
資金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業場がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R7.4）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 事業主単位での申請上限600万円までとなりました。
• 大企業と密接な関係を有する企業（みなし大企業）は対象外となりました。
• 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「３か月以上」から「６か月以上」になりました。
• 事業完了期限が、2026（令和８）年１月31日※になりました。

※やむを得ない事由がある場合は、理由書の提出により、2026（令和８）年３月31日とできる場合があります。

助成金支給の流れ

事業場所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審
査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

令和６年度からの主な変更点

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」

最新の要綱・要領やQ&A（「生産性向上のヒント集」）、
申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト

全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、
サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引き上げに向けた取
組事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 ９:０0～17:００）

交付申請

交付申請書・事業実施
計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を
審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って
事業を実施

（賃金の引き上げ、設備の
導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告
書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、
適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払いを実施

助成金受領

ここで助成金が
振り込まれます



賃上げと設備投資を
サポート!国と県が

中小企業・小規模事業者の

国からの助成金600万円+長野県の補助金120万円で

最大
万円の720

補助が受けられます!!

長野労働局に

申請書等を提出

※申請期限 2024(令和6)年12月27日

1

「業務改善助成金」

交付決定

計画に沿って

事業実施し結果報告

※事業完了期限 2025(令和7)年1月31日

2
「業務改善助成金」


交付額決定及び

支給決定通知

※令和7年2月28日までに通知受領

長野県に交付申請書等

必要書類を提出

※国交付額確定通知から3ヶ月以内or令和7年3月10日まで

3

補助金支給

申請の流れ

事業場内最低賃金を

30円以上引き上げ

生産性向上に資する

設備投資等を実施

業務改善助成金を支給


(最大600万円)

長野県内に事業所がある場合…
さらに! 国の支給決定額の

を10分の1 上乗せ支給
認証制度取得企業

「職場いきいきアドバンスカンパニー」等

(最大120万円) 10分の2は

県の補助金(長野県中小企業賃上げ・
生産性向上サポート補助金)支給条件
 長野県内に事業場があること
 令和6年1月1日以降に長野労働局に業務改善助成金の交付申請
 行い、令和7年2月28日までに交付額確定及び支給決定通知を受けていること

 以下の宣言をいずれも行っていること

県「社員の子育て応援宣言」 国「パートナーシップ構築宣言」

国の助成金(業務改善助成金)支給条件
 中小企業・小規模事業者であること

 事業場内賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

 解雇・賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

【注意事項】必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。今後の状況により事業内容変更等の可能性もございますのでご了承ください。

okadanota
フリーテキスト
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特例事業者とは
以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。

なお、②に該当する場合は、助成対象経費の拡充も受けられます。 

①賃金要件
申請事業場の事業場内最低賃金が950円
未満である事業者

②物価高騰等要件

原材料費の高騰など社会的・経済的環境
の変化等の外的要因により、申請前３か
月間のうち任意の１か月の利益率が前年
同月に比べ３％ポイント※以上低下して
いる事業者

※「％ポイント(パーセントポイント)」とは、パーセントで表された２つの数値の差を表す単位です

②物価高騰等要件に該当する事業者は、一定の自動車の導入やパソコン等の新規導入
が認められる場合がございます。

※生産性向上に資する設備投資等のうち
 定員７人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動
 PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、業務改善助成金
では、雇入れ後３か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引
き上げていただく必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金（国が例年10月
頃に改定する都道府県単位の最低賃金額）と同様、最低賃金法第
４条及び最低賃金法施行規則第１条又は第２条の規定に基づいて
算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金
課室までお尋ねください。

コース

区分

事業場内

最低賃金の

引き上げ額

引き上げる

労働者数

助成上限額

右記以外の

事業者

事業場規模

30人未満の


事業者

45円

コース

60円

コース

90円

コース

30円

コース

30円

以上

1人

2~3人

4~6人
7人以上

10人以上*

30万円
50万円
70万円
100万円
120万円

60万円
90万円
100万円
120万円
130万円

45万円
70万円
100万円
150万円
180万円

80万円
110万円
140万円
160万円
180万円

60万円
90万円
150万円
230万円
300万円

110万円
160万円
190万円
230万円
300万円

90万円
150万円
270万円
450万円
600万円

170万円
240万円
290万円
450万円
600万円

1人

2~3人

4~6人
7人以上

10人以上*
1人

2~3人

4~6人
7人以上

10人以上*
1人

2~3人

4~6人
7人以上

10人以上*

45円

以上

60円

以上

90円

以上

※10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる対象になります。

長野県物価高騰・人手不足対策業務改善事業(Bizサポ)とは、県内企業の人材不足に対応するため、業務改善支援員を設置し、持続的な賃上げや生産性向上を促進する事業です。

企業等の訪問による支援、賃上げ・生産性向上研修会開催のほか、県補助金申請まで伴走型支援を行います。どうぞお気軽にお問合せください。

お問い合わせはこちらから

050-2000-7065
長野県賃上げ・業務改善支援センター(長野県Bizサポ）（受付時間 平日 9:30～17:30)

ADE.JP.naganobizsapo@jp.adecco.com https://bizsapo-nagano.jp
長野市南千歳1-12-7新正和ビル６F、松本市深志2-5-2県信深志ビル４F  ※当事業は長野県より委託を受け、アデコ株式会社が運営しています。

小売業・飲食店など A 資本金または出資額 B 常時使用する労働者

小売業 小売業・飲食店など 5000万円以下 50人以下

サービス業
物品賃貸業・宿泊業・

医療・福祉・複合サービス
事業など

5000万円以下 100人以下

卸売業 卸売業 1億円以下 100人以下

その他の業種
農業・林業・漁業・

建設業・製造業・運輸業・
金融業など

3億円以下 300人以下

中小企業・小規模事業者とは

助成上限額について

以下のAまたはBの要件を満たす事業者のことです
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or
ih

ik
i/g

yo
uk

ai
/k

on
ky

o.
ht

m
l

価
格

交
渉

支
援

ツ
ー

ル
（

埼
玉

県
）

価
格

交
渉

を
行

う
際

に
原

材
料

費
等

の
高

騰
状

況
の

根
拠

資
料

を
簡

単
に

作
成

で
き

る
「

価
格

交
渉

支
援

ツ
ー

ル
」

を
埼

玉
県

の
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
か

ら
無

料
で

ダ
ウ

ン
ロ

ー
ド

で
き

ま
す

。


価
格

交
渉

支
援

ツ
ー

ル
（

埼
玉

県
）

：
ht

tp
s:

//
w

w
w

.p
re

f.s
ai

ta
m

a.
lg

.jp
/a

08
01

/li
br

ar
y-

in
fo

/k
ak

ak
uk

ou
sh

ou
to

ol
.h

tm
l

企
業

が
「

発
注

者
」

の
立

場
で

自
社

の
取

引
方

針
を

宣
言

す
る

も
の

で
す

。
【

宣
言

企
業

の
メ

リ
ッ

ト
】

★
自

社
の

取
組

を
広

く
周

知
で

き
、

企
業

イ
メ

ー
ジ

の
向

上
を

図
れ

る
★

一
部

の
補

助
金

で
加

点
措

置
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
e
t
c
.

を
ご
存
じ
で
す
か
？

「
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
構

築
宣

言
」

と
は

・
・

・
企

業
が

『
発

注
者

』
の

立
場

か
ら

、
取

引
先

と
の

共
存

共
栄

の
取

組
や

取
引

条
件

の
し

わ
寄

せ
防

止
を

宣
言

す
る

取
組

で
す

。

⻑
野

県
の

宣
言

企
業

数
1,

11
7社

（
R7

.1
.2

0現
在

）

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

宣
言

企
業

名
や

宣
言

内
容

は
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

で
確

認
で

き
ま

す
。

価
格

交
渉

先
企

業
の

宣
言

を
確

認
し

て
お

く
こ

と
が

重
要

で
す

。

【
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
構

築
宣

言
ポ

ー
タ

ル
サ

イ
ト

】
ht

tp
s:

//
w

w
w

.b
iz-

pa
rtn

er
sh

ip
.jp

/in
de

x.
ht

m
l

価
格

転
嫁

交
渉

に
お

い
て

は
、

コ
ス

ト
の

上
昇

状
況

な
ど

、
価

格
転

嫁
が

必
要

と
な

る
理

由
を

明
確

に
示

す
こ

と
を

は
じ

め
、

し
っ

か
り

と
準

備
を

行
う

こ
と

が
大

切
で

す
。

様
々

な
支

援
施

策
や

ツ
ー

ル
が

用
意

さ
れ

て
い

ま
す

の
で

、
ぜ

ひ
ご

活
用

く
だ

さ
い

。
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